
 

1 

 

令和８年度「山口県地域公共交通人材確保・ＤＸ支援事業費補助金」 

公募要領 

 

    山口県 観光スポーツ文化部 交通政策課 

Ⅰ 補助金の概要                                     

１．目的 

県民生活を支える基盤である地域公共交通の維持・確保及び活性化に向け、事

業者が実施する労働環境の整備やＤＸの取組に要する経費を支援することによ

り、事業者の人材確保の強化や業務の効率化、利用者の利便性の向上を図ること

を目的とする。 

２．事業実施主体 

 山口県  

３．補助対象者 

補助金の交付を受けることができる者は、以下のとおりとする。 

○ 山口県内に本社又は営業所を有している乗合バス事業者、タクシー事業者

○ 上記のうち、下記「Ⅱ事業計画の採択」に示す採択された事業計画の申請者 

※１事業者につき、「人材確保事業」、「交通ＤＸ事業」それぞれ１回申請可能 

４．補助対象事業及び補助額 

県民生活を支える基盤である地域公共交通の維持・確保及び活性化に向け、事

業者が実施する労働環境整備やＤＸの取組に要する経費を支援することにより、

事業者の人材確保の強化や業務の効率化、利用者の利便性の向上を図る事業で県

の定める期日までに事業計画書を申請し、採択された計画の事業を対象とする。 

５．補助対象経費及び補助金の額 

区分 補助対象経費 補助金の額 

人材確保事業 

誰もが働きやすい職場環境の改善に資

する施設、設備の新設、増設、改修に

要する経費（トイレ、更衣室、シャワ

ー室、休憩室、社宅、寮、Wi-Fi環境

整備等） 

定額 

（上限額 4,000千円） 

交通ＤＸ事業 

交通ＤＸによる業務効率化・利便性向

上に資する取組に要する経費（運行管

理システム導入費、配車アプリ導入

費、キャッシュレス決済機器の導入・

機能改善費、その他知事が必要と認め

る経費） 

定額 

（上限額 3,000千円） 
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６．令和８年度補助金交付額について 

上記の補助率、補助上限額等を踏まえ、申請のあった事業計画を審査の上、事

業計画が採択された場合、県は予算の範囲内で令和８年度の補助金額を補助対象

者へ内示する。 

補助対象者は、当該内示額の範囲内で、補助金交付申請を行う。 

７．事業計画期間 

  交付決定日（令和８年７月上旬予定）から令和９年２月２６日まで 

〇交付決定日より前に着手している事業は補助対象とならない。 

〇令和９年２月２６日までに事業を完了し、事業完了報告書を提出すること。 

８．補助金の支払い 

 原則、各年度における事業終了後の精算払いとする。 

   

 

＜活用例１＞ 

 Ａ事業者が、トイレ改修工事（２，０００千円）を実施する場合 

▶ 「人材確保事業」での計画申請となります。 

▶ 事業費が交付限度額以下であるため、２，０００千円が補助金として交付さ

れます。この場合、事業者負担はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

＜活用例２＞ 

 Ａ事業者が、トイレ改修工事（６，０００千円）を実施する場合 

 ▶ 事業費が交付限度額を超える部分は、事業者負担となります。 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

事業費２，０００千円 

補助金額２，０００千円 

補助金交付限度額 ４，０００千円 

事業費６，０００千円 

補助金額４，０００千円 事業者負担２，０００千円 

補助金交付限度額 ４，０００千円 
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＜活用例３＞ 

 Ａ事業者が、ａ事業所のトイレ改修（３，０００千円）とｂ事業所の更衣室改修

工事（２，０００千円）を実施する場合 

 ▶ 「人材確保事業」では、１事業者につき１つの事業計画のみ申請可能です。

事業所ごとの計画申請は不可となります。 

 ▶ 「交通ＤＸ事業」でも同様に、 

 

 

 

 

 

 

 

＜活用例４＞ 

 Ａ事業者が、トイレ改修（５，０００千円）と運行管理システム導入（４，００

０千円）を実施する場合 

 ▶ 「人材確保事業」と「交通ＤＸ事業」それぞれ事業計画を申請可能です。 

 ▶ この場合、補助金の額は、「人材確保事業」で４，０００千円と、「交通ＤＸ

事業」で３，０００千円の計７，０００千円の補助金の交付を受けることがで

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金交付限度額 ４，０００千円 

事業費５，０００千円（a事業所分 3,000千円＋ｂ事業所分 2,000千円） 

補助金額４，０００千円 事業者負担１，０００千円 

補助金交付限度額 ４，０００千円 

事業費５，０００千円（トイレ改修分） 

補助金額４，０００千円 事業者負担１，０００千円 

補助金交付限度額 ３，０００千円 

事業費４，０００千円（運行管理システム導入分） 

補助金額３，０００千円 事業者負担１，０００千円 
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＜活用例５＞ 

 Ａ事業者が、ａ事業所のトイレ改修（７，０００千円）の実施にあたり、他の補

助金等と本補助金を併用する場合 

 ▶ 事業費から、他の補助金の額を差し引いた額が本補助金の交付対象です。 

  

 

 

 

 

 

９．補助対象経費 

費目 内容（主な経費） 

工事請負費 工事に要する経費、設計費 

備品購入費 機械、器具等の購入経費 

消耗品費 
事務用品や原材料費の購入費 

（購入金額の単価が３万円未満（消費税込み）） 

委託・外注費 委託・外注に要する経費 

使用料 システム等のリース料・レンタル料（開発期間内の使用料のみ） 

その他 事業実施のために必要と県が認めた経費（別途協議の上決定） 

※補助対象経費に含まれないものの例 

・補助金の交付決定日より前に着手・着工された工事・契約等により発生し

た経費又は実績報告書提出期限より後に発生する経費 

・消費税及び地方消費税 

・事業のランニングコストとして整理すべき経費 

・従前より雇用している社員等の人件費等、補助事業の実施に必要な経費と

しての分類が不明確なもの 

・既存の機器の更新や、パソコン・プリンター等の汎用性がある物の購入 

・電話料及び購入代金の支払いに要する経費(振込手数料等) 

・事業で使用したことが領収書等で確認できない経費 

・別途、国、県、市町等の他の補助金と重複して受給することが禁じられて

いる補助金、助成金、委託費等を受給する場合に、それを含む経費 

・各種保険料 

・補助金の申請書や実績報告書等の書類作成・提出に要する経費 

・本事業における資金調達に必要となった利子等 

・その他、対象経費と認めがたい経費（活動に直接活用しない消耗品等の購

入、市場価格と比して高額であると判断できる経費 等） 

  

補助金交付限度額 ４，０００千円 

事業費７，０００千円 

補助金額４，０００千円 
事業者負担 

１，０００千円 他の補助金額２，０００千円 
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Ⅱ 事業計画の採択                                     

  事業計画書の記載内容等をもとに、県が以下の点を中心に、総合的に審査を行

い、採択する事業を決定する。 

○ 近年の運転士不足の状況及び減便等の状況 

○ 今後、運転士の採用に向け取り組む方針があるか 

○ 事業の実施内容が運転士の確保につながるか 

○ 適正な支出となっているか   等 

 

Ⅲ 手続きの流れ                                     

 

時期 事業者（申請者） 県 

６月４日～６月１９日 事業計画申請 事業計画の審査 

６月下旬  採択通知 

補助金交付額の内示 

６月下旬 補助金交付申請  

７月上～中旬  補助金交付決定 

７月下旬 施工業者等との契約締結 

事業着手 

 

（随時） 補助金変更交付申請  

（随時）  補助金変更交付決定 

～令和９年２月２６日 

又は事業完了後速やかに 

事業完了報告書の提出  

事業完了報告書提出後  額の確定 

補助金支払い 

 

 

 

 

 

 

＜申請先・問合せ先＞ 

山口県観光スポーツ文化部 交通政策課 担当 板垣 

 〒753-0041 

    山口県山口市滝町１－１ 

 ＴＥＬ 083-933-3120 

  Ｅ-mail a11300@pref.yamaguchi.lg.jp 


